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休憩岸壁の状況と係船ルールについて 

境港水産事務所 

 

漁港の係船ルールが明文化されていないため、大漁、荒天、盆正月に寄港した漁船が集中入港した

際に係船調整で現場が混乱している。 

 

１ 岸壁が混雑する要因 

（１）漁港・漁船の構造的な問題によるもの 

①漁港区域が狭く休憩岸壁が拡張できない 

②漁船が大型化している 

（２）漁船の集中入港によるもの 

①イワシやサバ盛漁期に県外大型船が入港 

②令和５年のように山陰沖にイカの漁場が形成され県外イカ釣り船が入港 

③荒天の際に地元船・県外船が避難入港 

④盆・正月時に休漁のため入港 

（３）長期係留によるもの 

①代船建造により不要となった漁船の長期係留 

 

２ 現状の対応状況 

（１）市場管理（株）監視員が漁船から連絡を受けて現場にて係船調整 

   休憩岸壁が満船となった場合は水揚岸壁も利用。 

（２）市場管理（株）職員が境港管理組合に連絡し港湾区域へ漁船を誘導 

 

３ 今後の対応 

（１）休憩岸壁の係船ルールの整備について漁港 WGで協議 

（２）令和７年に整備する８号上屋前の港湾岸壁の休憩利用について県と境港管理組合が協議 

 

 

令和７年に港湾区域に
８号上屋を整備 








